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規

則

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
六
号

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
規

則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
ホ
中

｢

療
養
・
介
護
資
金｣

を

｢

療
養
・
介
護
等
資
金｣

に
、｢

又
は
高
齢
者
世

帯｣

を

｢

、
障
害
者

(

知
事
か
ら
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
者

及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
�
に
お
い
て

同
じ
。)

の
属
す
る
世
帯
又
は
高
齢
者
世
帯｣

に
改
め
、
同
ホ
の
�
中｢

介
護
費｣

を｢

介
護
等
費｣

に
改
め
、｢

属
す
る
者｣

の
下
に

｢

、
障
害
者｣

を
、｢

受
け
る
の
に
必
要
な
経
費｣

の
下
に

｢

及
び

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
よ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

自
立
支
援
医
療
の
受
給
又
は
補
装
具
の
購
入
若
し
く
は
修
理

(

以
下

｢

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給

等｣

と
い
う
。)

に
必
要
な
経
費｣

を
加
え
、｢

受
給
期
間
中｣

を｢

受
給
又
は
当
該
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
受
給
等
の
期
間
中｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
一
中

｢療
養
・
介
護
資
金
｣

を

｢療
養
・
介
護
等
資
金
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
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宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
資
会
社

も
っ
た
い

な
い
商
事

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

訪
問
介
護

早
稲
田
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
早
稲

田
四
丁
目
七
の
九

平
成

��

･

�･

��

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

ひ
な
た
宮
川

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
七
の
六

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

堅
田
一
〇
二
号
室

〃

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

六
本
木
ヒ
ル

ズ
森
タ
ワ
ー

訪
問
介
護

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
弘
前
城
東

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
五
丁
目
一
の

一
〇

〃

亀
屋
株
式

会
社

岐
阜
県
岐
阜
市
長

住
町
七
丁
目
二

福
祉
用
具

貸
与

亀
屋
株
式
会
社

弘
前
店

弘
前
市
大
字
田
園

一
丁
目
一
二
の
五

〃

株
式
会
社

笑
美

八
戸
市
小
中
野
六

丁
目
八
の
三
〇

訪
問
介
護

株
式
会
社
笑
美

八
戸
市
小
中
野
六

丁
目
八
の
三
〇

��

･
�･
��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
資
会
社
も
っ
た

い
な
い
商
事

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

早
稲
田
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト

弘
前
市
大
字
早
稲

田
四
丁
目
七
の
九

平
成

��･

�･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
資
会
社

も
っ
た
い

な
い
商
事

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

介
護
予
防

訪
問
介
護

早
稲
田
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
早
稲

田
四
丁
目
七
の
九

平
成

��

･

�･

��

北
星
交
通

株
式
会
社

弘
前
市
大
字
本
町

六
四
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
北
星

弘
前
市
大
字
新
寺

町
六
二
の
一

〃

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ひ
な
た
宮
川

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
七
の
六

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

堅
田
一
〇
二
号
室

〃

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

ひ
な
た
宮
川

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
七
の
六

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト

堅
田
一
〇
二
号
室

〃

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

六
本
木
ヒ
ル

ズ
森
タ
ワ
ー

介
護
予
防

訪
問
介
護

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
弘
前
城
東

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
五
丁
目
一
の

一
〇

〃
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青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
七
月
六
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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亀
屋
株
式

会
社

岐
阜
県
岐
阜
市
長

住
町
七
丁
目
二

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

亀
屋
株
式
会
社

弘
前
店

弘
前
市
大
字
田
園

一
丁
目
一
二
の
五

〃

株
式
会
社

笑
美

八
戸
市
小
中
野
六

丁
目
八
の
三
〇

介
護
予
防

訪
問
介
護

株
式
会
社
笑
美

八
戸
市
小
中
野
六

丁
目
八
の
三
〇

��

･

�･

��

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

居
宅
介
護

い
り
え
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
宮
ノ
後
一
九

八
の
一

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社

イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

外
出
介
護

い
り
え
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
宮
ノ
後
一
九

八
の
一

〃

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

居
宅
介
護

ひ
な
た
茂
森

弘
前
市
大
字
茂
森

新
町
一
丁
目
一
の

二
七

〃

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
一
の
一

外
出
介
護

ひ
な
た
茂
森

弘
前
市
大
字
茂
森

新
町
一
丁
目
一
の

二
七

〃

有
限
会
社

絆

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
三
二
の
一

居
宅
介
護

介
護
セ
ン
タ
ー

絆

つ
が
る
市
木
造
朝

日
一
三
の
六

〃

有
限
会
社

絆

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
三
二
の
一

外
出
介
護

介
護
セ
ン
タ
ー

絆

つ
が
る
市
木
造
朝

日
一
三
の
六

〃

� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

18.6
18.8

5.9
4.20

0.58
2.4

12.8
―

―
―

―
2,800

11.4

く
み
あ
い
配
合
飼
料

青
森
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
用
後
期

18.6
19.0

4.4
0.92

0.71
2.7

5.3
―

―
―

―
2,900

12.8

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
Ａ

18.6
20.5

5.9
0.91

0.66
1.8

5.1
―

―
―

81.0
―

11.6

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
七
月
十
四
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
深
浦
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
玉
坂
三
七
〇
の
一
に
隣
接
し
、
同
字
玉
坂
七
か
ら
一
三
の
一

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑮
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑮
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
一
八
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
三
・
八
八
九
メ
ー
ト
ル

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
一
二
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
二
九
〇
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
六
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
二
七
〇
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
一
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
三
・
九
三
二
メ
ー
ト
ル

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
一
・
六
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
三
・
九
五
三
メ
ー
ト
ル

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
一
・
四
四
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
一
五
六
メ
ー
ト
ル

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
二
四
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
二
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
四
二
七
メ
ー
ト
ル

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
四
・
三
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
七
・
五
六
八
メ
ー
ト
ル

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
四
・
五
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
二
・
〇
六
五
メ
ー
ト
ル

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
一
・
四
一
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
一
二
・
一
八
八
メ
ー
ト
ル

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
六
・
八
三
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
三
二
・
三
六
四
メ
ー
ト
ル

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
一
・
六
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
五
二
・
五
六
三
メ
ー
ト
ル

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
〇
・
五
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
七
二
・
六
一
四
メ
ー
ト
ル

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
〇
・
五
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
六
二
六
メ
ー
ト
ル

３

面
積

四
、
四
〇
四
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
玉
坂
三
七
〇
の
一
に
隣
接
し
、
同
字
玉
坂
四
の
一
か
ら
一
三

の
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

青 森 県 報平成18年８月９日 水曜日 第2664号 �� �
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測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
エ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
三
五
五
・
二
五
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
八
・
一
六
九
メ
ー
ト
ル

イ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
三
五
〇
・
九
七
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
七
八
・
二
四
六
メ
ー
ト
ル

ウ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
八
二
・
八
二
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
六
九
・
九
七
〇
メ
ー
ト
ル

エ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
八
七
・
一
〇
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
八
九
・
八
九
四
メ
ー
ト
ル

３

面
積

二
七
、
八
三
九
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
� �� 第2664号�� �

４ ３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

青
森
浪
岡
線

島
守
八
戸
線

弘
前
田
舎
館

黒
石
線

島
守
八
戸
線

路
線
名

青
森
市
大
字
荒
川
字
筒
井
三
〇
一
の
六
か
ら

青
森
市
大
字
高
田
字
日
野
一
六
七
の
六
ま
で

八
戸
市
大
字
是
川
字
館
前
二
五
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
是
川
字
館
前
二
二
の
四
ま
で

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋
字
深
山
林
八
四
の
一
か
ら

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋
字
深
山
林
一
〇
七
の
二
ま
で

八
戸
市
大
字
是
川
字
下
田
中
沢
一
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
是
川
字
下
田
中
沢
二
の
二
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前 後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
九
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
九
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
二
・
九
八
メ
ー
ト
ル

二
一
二
・
九
八
メ
ー
ト
ル

一
一
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

附
則
第
五
条
に
規
定
す
る

審
査

(

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
審
査
。
以
下

｢

審
査｣

と
い
う
。)

を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

一

審
査
の
実
施
日
時
及
び
場
所

青 森 県 報平成18年８月９日 水曜日 第2664号 �

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
弘
前
田
舎
館
黒
石

線

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋
字
深
山
林
八
四
の
一

か
ら

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋
字
深
山
林
一
〇
七
の

二
ま
で

平
成
��･
�･
�

県
道
島
守
八
戸
線

八
戸
市
大
字
是
川
字
館
前
二
五
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
是
川
字
館
前
二
二
の
四
ま
で

〃

県
道
青
森
浪
岡
線

青
森
市
大
字
荒
川
字
筒
井
三
〇
一
の
六
か
ら

青
森
市
大
字
高
田
字
日
野
一
六
七
の
六
ま
で

〃

� �

５

県

道

蒔
田
五
所
川

原
線

つ
が
る
市
牛
潟
町
村
上
三
〇
の
四
か
ら

つ
が
る
市
牛
潟
町
鷲
野
沢
一
九
八
ま
で

五
所
川
原
市
金
木
町
蒔
田
桑
元
九
七
の
一
二
〇
か
ら

五
所
川
原
市
大
字
鶴
ケ
岡
字
白
旗
五
の
二
ま
で

後 後 後 前

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
、
三
八
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

七
、
七
三
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
、
七
三
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
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１

実
施
日
時

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

(

月)

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

二

実
施
す
る
審
査
及
び
審
査
対
象
者

検
定
規
則
附
則
第
六
条
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十

号
に
掲
げ
る
次
の
審
査
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者

(

検
定
規
則
附
則
第
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。)

１

施
設
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警

備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧

規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
常
駐
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

常
駐
警

備｣

と
い
う
。)

に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定

(

以
下

｢

旧
検
定｣

と
い
う
。)

で
あ
っ
て

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
に
係
る
も
の

(
以
下

｢

旧
一
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
合
格
し

た
者

２

施
設
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

常
駐
警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
検
定
で
あ
っ

て
旧
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
に
係
る
も
の(
以
下｢

旧
二
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
合
格
し
た
者

３

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
交
通

誘
導
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

交
通
誘
導
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に
合
格
し

た
者

４

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

交
通
誘
導
警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
二

級
検
定
に
合
格
し
た
者

５

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表

に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
者

６

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

貴
重
品
運
搬
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に

合
格
し
た
者

７

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
旧
一
級
検
定

又
は
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
者

三

審
査
予
定
定
員

１

施
設
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

合
計
十
二
人

２

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

合
計
十
三
人

３

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

三
人

４

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

合
計
二
人

四

審
査
の
申
請
手
続
き

１

申
請
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

�

申
請
受
付
期
間

平
成
十
八
年
八
月
二
十
八
日

(

月)

か
ら
同
年
九
月
一
日

(

金)

ま
で
の
間

�

申
請
受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

申
請
受
付
の
締
切
り

申
請
受
付
は
先
着
順
と
し
、
審
査
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受
付
を
締

め
切
る
。

２

申
請
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
内
に
存
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
規
則
第
八
条
の
合
格
証

(

以
下

｢

旧
合
格
証｣

と
い

う
。)

を
有
す
る
者
で
、
青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
及
び
青
森
県
外
に
存
す
る
営
業

所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全

課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

四
の
２
の
申
請
場
所
に
申
請
書
類
を
持
参
し
て
行
う
こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
請
は
認

め
な
い
。

４

申
請
書
類

検
定
規
則
附
則
別
記
様
式
の
審
査
申
請
書
一
通
に
、
次
に
掲
げ
る
書
面
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
申
請
者
が
�
及
び
�
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
�
又
は
�
に
掲
げ
る
書
面

の
う
ち
い
ず
れ
か
を
、
青
森
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
に
係
る
審
査
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
�
及
び
�
に
掲
げ
る
書
面
の
す
べ
て
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

�

青
森
県
公
安
委
員
会
以
外
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
を
有
す
る
者

で
青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

�

青
森
県
公
安
委
員
会
以
外
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
を
有
す
る
者
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で
青
森
県
内
に
存
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る

書
面

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

一
葉

�

旧
合
格
証
の
写
し

５

審
査
手
数
料

四
千
七
百
円
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
審
査
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

五

審
査
事
項
等

１

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

２

実
技
試
験

警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

３

審
査
は
、
学
科
試
験
、
実
技
試
験
の
順
に
行
い
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し

て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

４

審
査
に
関
す
る
留
意
事
項

審
査
当
日
は
、
筆
記
用
具
、
印
鑑
及
び
旧
合
格
証
を
持
参
す
る
こ
と
。

六

審
査
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平

成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

(

金)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
警
備
業
務

一
級

三

検
定
の
定
員

三
十
人

(

予
定)

四

受
検
資
格

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
又
は
青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在

す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

施
設
警
備
業
務
に
つ
い
て
検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定(

以
下｢

二
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務

に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も
の

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
１
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認

め
る
者

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

２

内
容

�

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

�

施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

	

警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
。
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�

実
技
試
験

�

警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

�

施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続
き

１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

�

受
付
期
間

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

(

火)

か
ら
同
年
十
月
二
十
日

(

金)

ま
で
の
間

(

行
政
機
関

の
休
日
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号)

に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
休

日
を
除
く
。)

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
書
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、

当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課

又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

�

検
定
申
請
書

一
通

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
葉

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

(

住
民
票
の
写
し
、
自

動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等)

一
通

�

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

�

四
の
１
に
該
当
す
る
者
は
、
二
級
検
定

(

施
設
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係

る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
が

作
成
す
る
書
面

各
一
通

	

四
の
２
に
該
当
す
る
者
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書

(

施
設
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。)

の
写
し

一
通

５

受
検
手
数
料

一
万
六
千
円
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
の
申
請
は
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日

(

金)

ま
で
に
、
検
定

申
請
書
の
提
出
を
予
定
し
て
い
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

を
経
由
し
て
行
う
こ

と
。

２

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

３

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

４

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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